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　　　　　　ただし、法第28条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、　　　　　　　　　この法人のホームページに掲載して行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１０章　雑　　　　則　(細則)　第５６条　 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、　　　　　　　　　理事長がこれを定める。




